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令和５年３月橋本市議会定例会会議録（第５号） 

令和５年３月23日（木） 

                                          

 議事日程第５号 

令和５年３月23日（木）  午前９時30分 開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議案第28号 橋本市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例について 

日程第３ 議案第29号 橋本市犯罪被害者等支援条例について 

日程第４ 議案第30号 橋本市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第42号 市道路線の認定について 

日程第６ 議案第43号 市道路線の変更について 

日程第７ 議案第45号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第８ 議案第27号 橋本市立学校適正規模・適正配置検討委員会条例について 

日程第９ 議案第38号 橋本市立こども園条例及び橋本市立保育所条例の一部を改正する条例

について 

日程第10 議案第47号 橋本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第11 議案第48号 橋本市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第12 議案第14号 令和５年度橋本市一般会計予算について 

日程第13 議案第15号 令和５年度橋本市国民健康保険特別会計予算について 

日程第14 議案第16号 令和５年度橋本市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

日程第15 議案第17号 令和５年度橋本市駐車場事業特別会計予算について 

日程第16 議案第18号 令和５年度橋本市墓園事業特別会計予算について 

日程第17 議案第19号 令和５年度橋本市農業集落排水事業特別会計予算について 

日程第18 議案第20号 令和５年度橋本市土地区画整理事業特別会計予算について 

日程第19 議案第21号 令和５年度橋本市介護保険特別会計予算について 

日程第20 議案第22号 令和５年度橋本市後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第21 議案第23号 令和５年度橋本市工業団地造成事業特別会計予算について 

日程第22 議案第24号 令和５年度橋本市水道事業会計予算について 

日程第23 議案第25号 令和５年度橋本市下水道事業会計予算について 

日程第24 議案第26号 令和５年度橋本市病院事業会計予算について 

日程第25 請願第16号 学校給食費の無償化を求める請願について 

日程第26 議案第50号 工事請負契約の締結について 

日程第27 委員会提出議案第１号 橋本市議会委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第28 委員会提出議案第２号 学校給食の無償化を実現するために国の財政支援を求める

意見書について 

日程第29 委員会提出議案第３号 保育士配置の最低基準の引き上げと保育予算の大幅な増額

を求める意見書について 
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 会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議案第28号 橋本市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例について 

と、日程第３ 議案第29号 橋本市犯罪被害者等支援条例について  

日程第４ 議案第30号 橋本市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について から、

日程第７ 議案第45号 公の施設の指定管理者の指定について まで 

日程第８ 議案第27号 橋本市立学校適正規模・適正配置検討委員会条例について から、日

程第11 議案第48号 橋本市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

まで 

日程第12 議案第14号 令和５年度橋本市一般会計予算について から、日程第24 議案第26

号 令和５年度橋本市病院事業会計予算について まで 

日程第25 請願第16号 学校給食費の無償化を求める請願について 

日程第26 議案第50号 工事請負契約の締結について 

日程第27 委員会提出議案第１号 橋本市議会委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第28 委員会提出議案第２号 学校給食の無償化を実現するために国の財政支援を求める

意見書について と、日程第29 委員会提出議案第３号 保育士配置の最低基準の

引き上げと保育予算の大幅な増額を求める意見書について  

                                           

議員定数１８名 

出席議員１７名 

     １番 岡 本 安 弘 君    ２番 垣 内 憲 一 君 

     ３番 南 出 昌 彦 君    ４番 森 下 伸 吾 君 

     ５番 板 橋 真 弓 君    ６番 辻 本   勉 君 

     ７番 阪 本 久 代 君    ８番 髙 本 勝 次 君 

     ９番 石 橋 英 和 君    10番 土 井 裕美子 君 

     11番 杉 本 俊 彦 君    12番 堀 内 和 久 君 

     13番 小 林   弘 君    14番 樽 井 豪 男 君 

     15番 中 本 正 人 君    16番 田 中 博 晃 君 

     18番 岡   弘 悟 君 

                                           

説明員職氏名 

   市 長 平 木 哲 朗 君  副 市 長 小 原 秀 紀 君 

   教 育 長 今 田   実 君  病院事業管理者 古 川 健 一 君 

   総 合 政 策 部 長 土 井 加奈子 君  総 務 部 長 井 上 稔 章 君 

   経 済 推 進 部 長 北 岡 慶 久 君  健 康 福 祉 部 長 久 保 雅 裕 君 

   農業委員会事務局長 

   危 機 管 理 監 廣 畑   浩 君  建 設 部 長 西 前 克 彦 君 

   会 計 管 理 者 正 林 寿 和 君  水 道 環 境 部 長 下 楠 朋 之 君 
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   教 育 部 長 堀 畑 明 秀 君  消 防 長 山 本 賢 児 君 

   病 院 事 務 局 長 池之内 正 行 君  病 院 長 駿 田 直 俊 君 

   選挙管理委員会事務局長 藤 岡 栄 次 君  監査委員事務局長 櫻 井 康 雄 君 

   財 政 課 長 三 浦 康 広 君  政 策 企 画 課 長 中 岡 勝 則 君 

                                           

職務のために出席した者の職氏名 

   議 会 事 務 局 長 福 井 直 記    議会事務局次長 笹 山   奨 

   議 事 調 査 係 長 長谷川 裕 子 

                                           

（午前９時30分 開議） 

○議長（小林 弘君）皆さま、おはようござ

います。ただ今の出席議員数は17人で、定足

数に達しております。 

                     

○議長（小林 弘君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。 

 市長から、令和５年３月14日付、橋総第430

号をもって追加議案１件が、文教厚生委員会

委員長 南出君から、令和５年３月17日付を

もって議案２件が、議会運営委員会委員長 

中本君から、令和５年３月22日付をもって議

案１件がそれぞれ提出されました。議案はお

手元に配付いたしております。 

 以上で報告を終わります。 

                     

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小林 弘君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において10番 土井君、18

番 岡君の２人を指名いたします。 

                     

日程第２ 議案第28号 橋本市情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する条例に

ついて と、日程第３ 議案第29号 橋本

市犯罪被害者等支援条例について の２件 

○議長（小林 弘君）日程第２ 議案第28号

橋本市情報通信技術を活用した行政の推進等

に関する条例について と、日程第３ 議案

第29号 橋本市犯罪被害者等支援条例につい

て の２件を一括議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 総務委員会委員長 １番 岡本君。 

〔１番（岡本安弘君）登壇〕 

○１番（岡本安弘君）皆さん、おはようござ

います。 

 それでは、朗読をもって委員長報告に代え

させていただきます。 

 去る３月９日の本会議において、本委員会

に付託された議案第28号 橋本市情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する条例につ

いて、議案第29号 橋本市犯罪被害者等支援

条例について を審査するため、３月15日に

委員会を開催し、慎重審査の結果、いずれも

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決

しましたので、以下その概要を報告いたしま

す。 

 議案第28号は、行政手続きのオンライン化

を推進するために必要な事項を定めるもので

ある。 

 委員から、第三者が不正に申請するおそれ

について ただしがあり、個人認証が必要な

オンライン申請は、マイナンバーカードと暗

証番号の入力により本人であることが確認で

きる との答弁がありました。 



－192－ 

 どのような申請手続きがオンライン化でき

るか とのただしがあり、子育てや介護に関

する手続き等が考えられる との答弁があり

ました。 

 手続きした内容について、市役所内の他部

署や国、県など他の団体で情報共有する場合

があるか とのただしがあり、マイナンバー

による情報の連携は行われるが、情報共有で

きる団体、内容については各制度上の規定が

ある との答弁がありました。 

 議案第29号は、犯罪被害者等に対する支援

について、必要な事項を定めるものである。 

 委員から、見舞金の申請書は押印不要とな

っているが、請求書は押印が必要となってい

ることについて ただしがあり、当市の押印

見直し方針において、請求書は記名押印を要

するものとしている との答弁がありました。 

 以上、委員長報告とさせていただきます。

議員各位のご賛同、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（小林 弘君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 これより議案第28号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第28号 橋本市情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する条例につ

いて を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第29号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第29号 橋本市犯罪被害者

等支援条例について を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

                     

日程第４ 議案第30号 橋本市営住宅設置

及び管理条例の一部を改正する条例につい

て から、日程第７ 議案第45号 公の施

設の指定管理者の指定について までの４

件 

○議長（小林 弘君）日程第４ 議案第30号 

橋本市営住宅設置及び管理条例の一部を改正

する条例について から、日程第７ 議案

第45号 公の施設の指定管理者の指定につい

て までの４件を一括議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 経済建設委員会委員長 ５番 板橋君。 

〔５番（板橋真弓君）登壇〕 

○５番（板橋真弓君）皆さま、おはようござ

います。 

 議長のお許しを頂きましたので、ただ今よ

り委員長報告をさせていただきます。朗読を

もって報告させていただきます。 

 去る３月９日の本会議において、本委員会

に付託された議案第30号 橋本市営住宅設置
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及び管理条例の一部を改正する条例について、

議案第42号 市道路線の認定について、議案

第43号 市道路線の変更について、議案第45

号 公の施設の指定管理者の指定について 

を審査するため、３月16日に委員会を開催し、

慎重審査の結果、いずれも全会一致で原案の

とおり可決すべきものと決しましたので、以

下その概要を報告いたします。 

 議案第30号は、別途審議されている議案

第29号 橋本市犯罪被害者等支援条例第８条

で規定されている犯罪被害者等の居住の安定

を図るため、単身でも市営住宅に入居できる

よう、所要の改正を行うものである。 

 委員から、犯罪被害者等と明記せず、各号

に掲げるものに準ずると記載している理由に

ついて ただしがあり、現在は犯罪被害者の

みを想定しているものの、多様化する社会環

境の中で、今後も対象者の追加が考えられる

ためである との答弁がありました。 

 議案第42号は、さつき台において、株式会

社大倉が開発工事に伴い設置した道路を新た

に市道として認定するものである。委員会は

現地に赴き、調査の後、審査を行いました。 

 委員から、質疑、意見等はありませんでし

た。 

 議案第43号の市道路線の変更のうち、さつ

き台34号線は、議案第42号と同様の理由で路

線を変更するものである。また、隅田恋野線

は、新たな恋野橋の完成により、県道山内恋

野線の一部が旧道として市に移管されること

となったことから、終点を変更するものであ

る。委員会は現地に赴き、調査の後、審査を

行いました。 

 委員から、隅田恋野線の路線が延長された

部分にあるカーブは危険ではないか とのた

だしがあり、当該路線については、道路幅が

狭いため交通量は多くないと見込まれるが、

当該箇所にはカーブミラーを設置している 

との答弁がありました。 

 議案第45号は、橋本林間田園都市駅駐輪場

について、指定管理期間が令和５年３月末で

満了することに伴い、業務の履行、施設の維

持管理及びサービスの向上が適切に実施され

ていることから、引き続き公益社団法人橋本

市シルバー人材センターを、令和５年４月１

日から令和６年３月31日までの１年間、指定

管理者として指定するものである。 

 なお、指定管理期間を１年とした理由につ

いては、以前から利用者が減少しており、令

和６年度から利用料無料化を検討するためで

ある。 

 委員から、現在の利用状況について ただ

しがあり、約300台の駐輪スペースのうち、定

期で月平均111台の利用がある との答弁が

ありました。 

 定期利用料金について ただしがあり、自

転車は１か月1,590円、３か月4,150円、バイ

クは１か月2,120円、３か月6,080円 との答

弁がありました。 

 指定管理を終了した場合の防犯対策につい

て ただしがあり、防犯カメラを録画可能な

ものに変更することを検討している との答

弁がありました。 

 以上、議員各位のご賛同、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（小林 弘君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 これより議案第30号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 
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 これより、議案第30号 橋本市営住宅設置

及び管理条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第42号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第42号 市道路線の認定に

ついて を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第43号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第43号 市道路線の変更に

ついて を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第45号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第45号 公の施設の指定管

理者の指定について を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

                     

日程第８ 議案第27号 橋本市立学校適正

規模・適正配置検討委員会条例について 

から、日程第11 議案第48号 橋本市国民

健康保険条例の一部を改正する条例につい

て までの４件 

○議長（小林 弘君）日程第８ 議案第27号 

橋本市立学校適正規模・適正配置検討委員会

条例について から、日程第11 議案第48号 

橋本市国民健康保険条例の一部を改正する条

例について までの４件を一括議題といたし

ます。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 文教厚生委員会委員長 ３番 南出君。 

〔３番（南出昌彦君）登壇〕 

○３番（南出昌彦君）皆さん、おはようござ

います。 

 それでは、朗読をもって委員長報告とさせ

ていただきます。 

 去る３月９日の本会議において、本委員会

に付託された議案第27号 橋本市立学校適正

規模・適正配置検討委員会条例について、議

案第38号 橋本市立こども園条例及び橋本市

立保育所条例の一部を改正する条例について、
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議案第47号 橋本市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例について、議案第48号 橋

本市国民健康保険条例の一部を改正する条例

について を審査するため、３月17日に委員

会を開催し、慎重審査の結果、議案第27号は

賛成多数、議案第38号は全会一致、議案第47

号は賛成多数、議案第48号は全会一致で、い

ずれも原案のとおり可決すべきものと決しま

したので、以下その概要を報告いたします。 

 議案第27号は、橋本市立小学校及び中学校

における児童生徒数の推移を踏まえ、将来の

学校の適正規模・適正配置について、幅広い

見地から検討するため、検討委員会を設置す

るものである。 

 委員から、現在の適正規模・適正配置にお

ける課題について ただしがあり、児童生徒

数の変化や学校施設の老朽化、防災対策や教

育条件の改善等に対応し、充実した教育環境

を構築していく必要がある との答弁があり

ました。 

 検討委員会において学校を統廃合すべき旨

の答申が出た場合の対応について ただしが

あり、答申を踏まえ、今後の適正規模・適正

配置の基本方針を見直していく との答弁が

ありました。 

 検討委員会の設置期間について ただしが

あり、教育委員会の諮問に対する答申がなさ

れたときに検討委員会は終了し、令和５年度

中に答申を頂き、基本方針を見直していく予

定である との答弁がありました。 

 検討委員会の構成について ただしがあり、

区長や学校活動を支援いただいている団体の

方、保護者組織の代表等を考えており、未就

学児の保護者から公募することも検討してい

る との答弁がありました。 

 討論に入り、原案に反対の立場から、小規

模校は地域と連携した学習を実施しやすく、

個別指導や補充指導などきめ細やかな指導を

行いやすいことなど、様々なメリットがある

が、本条例は統廃合を目的としているように

感じるため、本案に反対する との討論があ

りました。 

 原案に賛成の立場から、適正規模・適正配

置は最終的に議会が議決するものであり、現

状を把握し、今後の適正規模・適正配置を検

討していくために本条例は必要であることか

ら、本案に賛成する との討論がありました。 

 議案第38号は、こども園及び保育所の指定

管理者が個々の園児に寄り添った適切で安定

した保育サービスを長期的に提供できるよう

にするため、令和５年度以降に指定する指定

管理者については、指定管理期間を現行の５

年から10年に延長するものである。 

 委員から、指定管理期間を10年に延長する

ことによる保育サービスへの影響について 

ただしがあり、子どもの発達状況の把握やア

レルギー食への対応、ケア等をより継続的に

行うことができ、また、長期的に保育士等の

人材育成期間を確保できるようになる。運営

管理については、これまでと同様に５年ごと

に総合評価と振り返りを実施し、不適切な保

育があった場合は指導を行い、改善が図られ

ない場合は、途中で指定管理を解除すること

もあり得る旨協定書に記載する との答弁が

ありました。 

 保育の質の向上や保育環境を把握するため

に保育士からアンケートを取ることも必要で

はないか とのただしがあり、今後、保護者

に加え保育士にもアンケートを実施していき

たい との答弁がありました。 

 議案第47号は、国民健康保険の各税率につ

いて、県から提示された標準保険料率に近づ

けるため、各税率の見直しを行うものである。

また、国民健康保険法施行令の改正に伴う所

要の改正を併せて行うものである。 

 委員から、物価高騰が続く中、高齢者や年
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金生活者は非常に生活が苦しい状況であるこ

とについて、市はどのように認識しているか 

とのただしがあり、保険税率の上昇により国

民健康保険加入者の負担は大きくなってしま

うが、保険があることによって安心して医療

機関を受診できると考えている との答弁が

ありました。 

 討論に入り、原案に反対の立場から、保険

税率が上がり、加入者の負担が増す状況が続

いている。保険税を納めるため貯蓄を取り崩

しながら生活している人も多く、制度を見直

す必要があるため、本案に反対する との討

論がありました。 

 原案に賛成の立場から、高齢者や年金生活

者の生活が苦しい状況も理解するが、県下統

一の税率に向けて段階的に税率を上げていく

必要がある。そのため、基金を取り崩し、激

変緩和措置をする努力もしている。制度がな

くなった場合、被保険者が医療機関を受診で

きなくなることを考えると、税率の上昇はや

むを得ないと判断し、本案に賛成する との

討論がありました。 

 議案第48号は、国民健康保険法施行令の改

正に伴い、出産育児一時金の支給額を現行

の40万8,000円から48万8,000円に増額するも

のである。 

 委員から、出産費用の平均額について た

だしがあり、国の調査によると令和３年度の

平均額は約47万円であり、毎年約１％増加し

ている との答弁がありました。 

 以上、朗読をもって委員長報告とさせてい

ただきます。議員各位の賛同をよろしくお願

いいたします。 

○議長（小林 弘君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 これより議案第27号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ８番 髙本君。 

〔８番（髙本勝次君）登壇〕 

○８番（髙本勝次君）では、議案第27号 橋

本市立学校適正規模・適正配置検討委員会条

例について、反対の立場で討論を行います。 

 文部科学省の実態調査では、小規模校のメ

リットを具体的に取り組んでいる事例も挙げ

ています。幾つか例を挙げますと、地域と連

携して地域人材、地域資源を活用した地域学

習を実施する。また、個別指導や補習、繰返

し指導の継続的な実施等によるきめ細かな指

導を徹底することができる。また、意図的に

全員に発表の機会の創出や、様々な役割を経

験させたりするなどのメリットを生かしてい

ますということです。小規模校ならではので

きるメリットを生かして、生徒の成長を育ん

でいます。 

 適正規模・適正配置の検討は、小規模校の

統廃合の検討が課題になってきます。よって、

小規模校統廃合の検討を見据えた橋本市立学

校適正規模・適正配置検討委員会条例に、こ

の立場で反対したいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

 １番 岡本君。 

〔１番（岡本安弘君）登壇〕 

○１番（岡本安弘君）議案第27号 橋本市立

学校適正規模・適正配置検討委員会条例につ

いて、賛成の立場で討論いたします。 

 本条例は、平成24年に策定された橋本市立

小中学校適正規模・適正配置基本方針につい

て、10年を経過し、児童生徒数の変化、学校

施設の改修、防災対策、教育条件の改善、地

域コミュニティの機能の四つの観点から、検
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討委員として外部有識者や市民代表を交えて

広く意見を聞き、既定の適正規模・適正配置

基本方針を見直すことは、今後の子どもたち

の教育環境について検討することになり、子

どもたちの教育環境を考える上で必要なこと

だと考えていますので、賛成の立場での討論

といたします。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第27号 橋本市立学校適正

規模・適正配置検討委員会条例について を

採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、議案第27号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第38号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第38号 橋本市立こども園

条例及び橋本市立保育所条例の一部を改正す

る条例について を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第47号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ８番 髙本君。 

〔８番（髙本勝次君）登壇〕 

○８番（髙本勝次君）では、議案第47号 橋

本市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について、反対の立場で討論を行います。 

 国民健康保険は高齢者、年金生活者、非正

規雇用の市民など、年収の少ない方が多く加

入されている国民皆保険であります。大幅な

物価高騰が続いている中、税負担が増えるば

かりであります。 

 今回の条例改正で、モデルケースによると、

単身者所得105万円の方は、令和６年度におけ

る税額との比較では約12％の値上げになり、

所得に占める税額は約16％であります。同じ

モデルケースで、夫婦２人世帯で所得160万円

の方は、令和６年度における税額との比較で

は約13％の値上げであります。所得に占める

税額も約19％であります。これは非常に厳し

い生活を強いられています。 

 高齢者などは物価高騰により日々節約の生

活で、節約にも限度があると言っておられる

方もおられます。毎月貯蓄を取り崩しながら

の生活は少なくありません。 

 よって、今回の条例の一部改正の見直しを

求めて、反対討論といたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第47号 橋本市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例について を

採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、議案第47号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第48号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第48号 橋本市国民健康保

険条例の一部を改正する条例について を採

決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

                     

日程第12 議案第14号 令和５年度橋本市

一般会計予算について から、日程第24 

議案第26号 令和５年度橋本市病院事業会

計予算について までの13件 

○議長（小林 弘君）日程第12 議案第14号 

令和５年度橋本市一般会計予算について か

ら、日程第24 議案第26号 令和５年度橋本

市病院事業会計予算について までの13件を

一括議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 令和５年度予算審査特別委員会委員長 14

番 樽井君。 

〔14番（樽井豪男君）登壇〕 

○14番（樽井豪男君）それでは、朗読をもっ

て委員長報告をさせていただきます。 

 去る３月９日の本会議において、本委員会

に付託された議案第14号から議案第26号まで

の令和５年度各会計予算13件の審査結果につ

いて報告をいたします。去る３月10日、13

日、14日に委員会を開催し、慎重審査を行い

ました。審査結果については次のとおりです。 

 まず、議案第14号は、賛成討論が２人、反

対討論が１人あり、賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第15号は、１人の委員から反対

討論がありましたが、賛成多数で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第16号から議案第21号までは、

いずれも全会一致で原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第22号は、賛成討論と反対討論

がそれぞれ１人ずつあり、賛成多数で原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第23号は、全会一致で原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第24号は、賛成討論と反対討論

がそれぞれ１人ずつあり、賛成多数で原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第25号と議案第26号は、いずれ

も全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 詳細については後日、委員会記録をご高覧

くださいますようお願いいたします。 

 以上で本委員会の審査結果報告を終わりま

す。 

 最後に、大変私ごとですが、本議会で最後

となりました。10年間、本当にありがとうご

ざいました。 

○議長（小林 弘君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 これより議案第14号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 
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 ７番 阪本君。 

〔７番（阪本久代君）登壇〕 

○７番（阪本久代君）議案第14号 令和５年

度橋本市一般会計予算について、反対の立場

から討論を行います。 

 転入、移住に力を入れてきた中で、市内居

住の新婚世帯への新生活の支援事業補助金が

できたことは評価しますが、子どもの医療費

の所得制限撤廃、学校給食費の無償化につい

て、令和５年度は国・県の動向を見るという

ことです。 

 物価高騰で生活が大変な今こそ求められて

いることに消極的な予算になっていることか

ら、反対といたします。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第14号 令和５年度橋本市

一般会計予算について を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、議案第14号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第15号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ７番 阪本君。 

〔７番（阪本久代君）登壇〕 

○７番（阪本久代君）議案第15号 令和５年

度橋本市国民健康保険特別会計予算について、

反対の立場から討論を行います。 

 国民健康保険制度は、年金生活者や非正規

雇用者など、所得の少ない方が多く加入され

ています。一方、国民健康保険税は毎年値上

げで、所得の割に高く、負担が大きいです。

物価高騰の中でこれ以上の負担増は、払いた

くても払えない人を増やすだけです。 

 資格証明書を37世帯52名に発行していると

いうことです。国保税を払えないのに窓口負

担が10割だと、医療を受けることができませ

ん。 

 以上をもって反対討論といたします。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第15号 令和５年度橋本市

国民健康保険特別会計予算について を採決

いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、議案第15号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第16号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第16号 令和５年度橋本市

住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につい

て を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 
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 次に、議案第17号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第17号 令和５年度橋本市

駐車場事業特別会計予算について を採決い

たします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第18号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第18号 令和５年度橋本市

墓園事業特別会計予算について を採決いた

します。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第19号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第19号 令和５年度橋本市

農業集落排水事業特別会計予算について を

採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第20号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第20号 令和５年度橋本市

土地区画整理事業特別会計予算について を

採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第21号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第21号 令和５年度橋本市

介護保険特別会計予算について を採決いた

します。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第22号の討論に入ります。 
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 討論する方ありませんか。 

 ７番 阪本君。 

〔７番（阪本久代君）登壇〕 

○７番（阪本久代君）議案第22号 令和５年

度橋本市後期高齢者医療特別会計予算につい

て、反対の立場から討論を行います。 

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方をそ

れまで加入していた医療保険から自動的に加

入させる医療制度です。制度が導入されたと

きには９割軽減などもありましたが、現在は

７割軽減、令和４年10月１日から窓口負担が、

一定以上の所得がある人は１割から２割にな

りました。後期高齢者の負担が増えるばかり

です。 

 以上をもって反対討論とします。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第22号 令和５年度橋本市

後期高齢者医療特別会計予算について を採

決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、議案第22号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第23号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第23号 令和５年度橋本市

工業団地造成事業特別会計予算について を

採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第24号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ７番 阪本君。 

〔７番（阪本久代君）登壇〕 

○７番（阪本久代君）議案第24号 令和５年

度橋本市水道事業会計予算について、反対の

立場から討論を行います。 

 水道料金が高い、安くしてほしいという声

をよく聞きます。コロナ禍の中、生活支援の

ために、期間を決めて水道料金を下げた自治

体がありましたが、橋本市は一度も下げませ

んでした。 

 今回の予算にも入っておりませんので、反

対といたします。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第24号 令和５年度橋本市

水道事業会計予算について を採決いたしま

す。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、議案第24号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第25号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、討論

を終結いたします。 

 これより、議案第25号 令和５年度橋本市

下水道事業会計予算について を採決いたし

ます。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第26号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第26号 令和５年度橋本市

病院事業会計予算について を採決いたしま

す。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

                     

日程第25 請願第16号 学校給食費の無償

化を求める請願について 

○議長（小林 弘君）日程第25 請願第16号 

学校給食費の無償化を求める請願について 

を議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 文教厚生委員会委員長 ３番 南出君。 

〔３番（南出昌彦君）登壇〕 

○３番（南出昌彦君）委員長報告をさせてい

ただきます。朗読をもって委員長報告といた

します。 

 去る３月９日の本会議において、本委員会

に付託された請願第16号 学校給食費の無償

化を求める請願について を審査するため、

３月17日に委員会を開催し、慎重審査の結果、

全会一致で採択すべきものと決しましたので、

以下その概要を報告します。 

 請願第16号の趣旨は、学校給食を通じた食

育の推進及び子育て家庭の経済的負担の軽減

により、子どもたちの健やかな成長を促進す

るため、市に対し学校給食費（保護者負担分）

を無償とすることを求めるものである。 

 委員から、当局に対し、無償化に必要な財

源について ただしがあり、就学援助による

減免と職員分を差し引くと約１億6,600万円、

就学援助分を加えると約２億円が必要となる 

との答弁がありました。 

 当局に対し、給食費無償化に関する市の現

状と方針について ただしがあり、現状では

経済的に支援を要する家庭など、一定の要件

に該当する場合は給食費を免除しているが、

全ての児童生徒の無償化は現在のところ考え

ていない。ただし、今後、国や県の動向によ

り活用できる補助事業等が設けられ、財源を

確保することができれば検討したい。なお、

令和５年度の賄材料費は、前年度当初予算

比2,262万円を増額することで、物価高騰によ

って給食の質を低下させることのないように

する一方で、給食徴収金を上げることなく保

護者の経済的負担の増加もしないように対応

している との答弁がありました。 

 討論に入り、賛成の立場から、小・中学校

の給食費を無償化している自治体は254あり、

一部無償化の自治体も増えている。和歌山県

内でも給食費を無償化する動きは広がってお

り、少しでも保護者の経済的負担を軽減でき

るよう、橋本市でも無償化に取り組んでいく
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必要があることから、本請願に賛成する と

の討論がありました。 

 朗読をもって委員長報告とさせていただき

ます。議員各位の賛同をよろしくお願いいた

します。 

○議長（小林 弘君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、請願第16号 学校給食費の無償

化を求める請願について を採決いたします。 

 委員長報告は採択であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本件は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

                     

日程第26 議案第50号 工事請負契約の締

結について 

○議長（小林 弘君）日程第26 議案第50号 

工事請負契約の締結について を議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。 

 本日、追加提案させていただきました議案

についてご説明申し上げます。 

 議案第50号は、工事請負契約の締結につい

てでございます。 

 これは、紀見地区公民館及び郷土資料館建

設工事に係る制限付一般競争入札を執行した

ところ、株式会社淺川組が落札しましたので、

請負契約を締結するにあたり、議会の議決を

求めるものでございます。 

 以上、議案１件についてご説明申し上げま

した。議員各位には、よろしくご審議の上、

ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小林 弘君）市長の説明が終わりま

した。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）やっと、市長ずっと言

ってくれてたことが前に進んできたかなと思

うんですけど、この入札のことに関してお聞

きしたいんですけど、何者の入札があったの

かというのと、そして気になるのが、落札率

が99.91％、落札率が高いのが気になるとかい

う話をしたいんじゃなくて、よく言われる、

もっと安く入札できたんじゃないかという話

をしたいんじゃなくて、前も、去年からお話

しさせてもらいましたけども、物価高騰等、

建材資材の高騰によって、入札価格の基準を

変えていかないと入札が成立しなくなってき

ますよというのを１年ぐらい前かな、言わせ

てもらってから、それちゃんと加味して入札

を行っているかというのが気になるんです。 

 なぜかというと、99.91％、これ今、前の基

準でやってしまうと、なかなか入札に応札し

てくれないという状況が続くんじゃないかな

と思って以前その質問をさせてもらったんで

すけども、それにちょっと今当てはまってき

ているんじゃないかなと思いまして、入札さ

れた業者が何者かというのをまず一点お聞き

したいんですけども。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 
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○総務部長（井上稔章君）入札に応札いただ

いた業者は１者でございます。 

○議長（小林 弘君）18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）そういった現状になり

ますんでね。なるんですよ。だから、１年も

前から言うてるんやから。１者しか応札でき

ないというのは別に、もうこれでぎりぎりで、

このパーセンテージは僕、気になってないん

ですよ。実際資材が20％、30％上がってきて

ますのでね。だから、落札率が高いのは、結

局はもともとの設計単価が低いからというふ

うになってしまうんで、これから市長がいろ

んな施策を進めていっていただけるのに、も

ちろん予算の関係も非常に厳しい面はあると

は思うんですけども、でも、応札していただ

かないと、結局は落札がないと前に進んでい

かない状況になってきますので、その辺はき

っちりと精査して、そして話をしていって、

計算をして、ちゃんと応札できる形にしてい

っていただきたいと思います。これは要望で

結構です。 

 ２回しか質問できないんで、ちょっとだけ

聞きたいんですけども、これは大した質問で

はないんですけど、これ、できたときに、郷

土資料館とか、あさもよしもそうなんですけ

ども、たくさん資料としてのものがあります

よね。それ、置ける場所って、全部置く場所

にはならないと思うんです。じゃ、残りの部

分というのをどこに置くかとかいうのはもう

考えておられるのか、その辺をお聞きしたい

んですけども。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）今、議員おただし

のとおり、たくさんの資料がございまして、

全部をこの新しい郷土資料館のほうに、収蔵

庫も設置するんですけれども、そこに納める

のはなかなか難しいので、ほかに置く場所と

して教育相談センターがあるんですけれども、

そこの２階部分とか、そういうところを今検

討しておるところでございます。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

 ６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）今18番議員も言われた

んですけども、応札が１者しかなかって、入

札率が高いということなんですけども、その

辺を当局としてはどのように分析をされとる

んかお伺いしたいんですけども。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）まず、18番議員が

おっしゃられたとおり、今、物価高騰がかな

り進んでおるという現状がございます。そん

な中で、学文路地区公民館、直近ですと建設

しておるものですから、そこの単価とも比較

をいたしました。設計単価自体は一定高く、

物価上昇に合わせた積算とはなってはおるん

ですが、やはりこの物価上昇の中で、非常に

厳しい状況だったのかなと考えております。 

 二点目といたしまして、工期の設定に関し

てなんですけれども、公民館という事業にな

りますので、地域住民と直接関係してくると

ころでございます。工期の設定自体は、積算

したところ、標準工期内に収まっておるとい

うところではございますが、新たな年度が始

まって、工事請負契約等も今後進んでくる。

こういう状況がございますと、なかなか手を

挙げにくい状況であったのかなというところ

も考えております。 

 三点目、これが一番大きな要因だと考えて

おるんですが、現在、大阪万博等のために展

示工事等というのがかなり進んできておりま

す。昨年度末からでしたら、かなり不調とな

って、設計単価を見直す等というのもされて

いるような情報はつかんでおります。今回は

郷土資料館ということで、展示工事、特殊工

事を実施するというようなこともございまし

た。こういうようなところがありますので、



－205－ 

なかなか業者としては参加しづらい状況があ

ったのかなと。 

 また、資材が不足してきておるという現状

があるので、入りにくい。それから労務者が

かなり大阪のほうにも取られているというと

ころがあって、確保しづらい状況があった。

こういうような要因が重なったのではないか

と本市では分析しております。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

 ２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）今回の公民館、郷土資

料館の入札について、設計価格が建築工事一

式で６億円以上あるため、制限付一般入札で

行っていますが、制限付一般入札について、

制限の内容や根拠について教えていただきた

いんですけども。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）まず、制限の内容

という点についてでございますが、入札参加

する者に必要な資格というところで制限をか

けております。これは、地方自治法施行令に

定めるものはもとより、橋本市建設工事及び

委託業務請負業者入札参加資格要綱に定めま

す入札参加有資格業者登録名簿に登録されて

いることですとか、入札日現在におきまして、

総合評定値の通知書におきまして一定以上の

点数が必要であること。あと、過去の事業に

おきまして実施工事の実績があること。これ

らの内容を参加資格の中に盛り込ませてもら

っておるということでございます。 

 また、根拠でございますが、根拠につきま

しては、橋本市建設工事制限付一般競争入札

実施要綱で定めるほか、実施工事の内容です

ね、土木ですとか建築、それから金額などを

考慮しまして、入札参加業者の審査会の中で

審査した上で、市長が決定するというような

流れになっております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

そうしたら、そういった制限のクリアできて

る業者というのは、和歌山県で何者ぐらいあ

るんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）和歌山県の数は今

手元にないんですけれども、市外対象ともな

りますので、全体といたしましては約60者、

本市に指名登録いただいておりますものが対

象となっております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

 １番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）それでは、何点かお伺

いするんですけど、この入札及び契約に対し

て、適正に行われたのかという視点でお伺い

するんですけど、１回目の入札が令和５年１

月30日に実施されて、１者入札ということで

不調になったわけなんですけども、今回２者

目の入札も一緒であったわけですけれども、

今回は契約したというふうに聞いております。

また、この応札した業者は同一業者であると

いうふうなお話も聞かれるんですけれども、

これについて、事実かどうか。 

 それと二点目に、１回目、２回目とも１者

であるにもかかわらず、なぜ２回目は契約で

きたのかについて、その理由についてお伺い

いたします。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）お答えします。 

 まず、一点目の同一業者であったのかとい

うところでございますが、同一業者でござい

ました。 

 それから、二点目のなぜ契約できたのかと

いう点ですが、こちら、１回目の入札を公告

した際には、制限付一般競争入札の持参方式

という方式を取ってございました。この方式
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と２回目で変えた点におきましては、２回目

の入札に関しては電子入札方式を採用したと

いうことになってございます。 

 なぜ１者でも契約することができるのかと

いう点についてでございますが、持参方式で

ありますと、入札日当日になりまして、各業

者が応札に来られたときに、何者が参入して

いるのかというところが確認できるといいま

すか、札を持ってくるといいますか、その状

況である程度判断がつくと。その段階で１者

であれば、競争性が働かない可能性も出てく

ると。しかしながら、電子入札にした場合は、

広く多く募集することが可能となりますので、

またどの業者が参加しているのかというのを

開札の段階までも全く分からないというよう

な状況がございますので、１者入札でもこれ

は可能ということとなっております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。

１者入札が駄目とかそういうわけではないん

ですけど、一般の市民の方からお話を聞いた

中で、今回、再度入札に変更されたわけなん

ですけど、応札した業者からすると、１者し

かなくて自分しかないというふうに考えたと

きに、今、落札率が99.91％と極めて高い状態

なんですけれど、やはり自分のところしかな

いとなれば、それぐらいになるんじゃないの

かというふうなお話を市民の方からも聞かれ

ます。 

 そしてまたほかにも、悪い意味合いではな

いんですけど、途中で変更することによって、

この業者に落札させるために今回急遽年度の

途中で入札方式を見直したんじゃないかなと

いうふうなことも話の中で、市民の方からも

聞かれるわけなんですよ。実際、間違ってる

入札方式ではないんですけど、そういうふう

な懸念はやっぱり持たれてるというのを知っ

ていただきたいなというふうに思うわけなん

ですよね。 

 ほんで、本当にそれでよかったのかという

疑問に残るところなんですけど、先ほど岡議

員からもおっしゃったように、建設資材なん

かも高騰しておりますし、今、工事価格の上

昇なんかも気になるところなんですけれども、

私が以前から言っているように、適正な設計

をはじめとして、あくまで入札及び契約とい

うのは適正に行うべきであるというふうに考

えておるわけなんです。行政として、１回目

の入札が不調であった検証というのは、もっ

としっかりときっちりと行う必要があったわ

けやと思います。 

 工期の問題もありますし、その辺難しいと

ころなんですけど、やはりここは一旦仕切り

直して、この制限付きの制限の内容を、例え

ば経営事項審査の点数について、市内、市外

について変更して見直すとか、地元業者の参

入要件などを見直すことによって、あくまで

も競争性を確保するという視点で再度の入札

に付すべきであったのではないかと思います

が、その辺についてお伺いいたします。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）今のご質問にお答

えいたします。 

 ２回目の電子入札に変更した際には、１回

目の入札の段階からでも複数事業者からの問

合せというのが実際、本市の総務課のほうに

はございましたので、より、例えば設計図書

を橋本市内まで購入に来る必要がないですと

か応札の際にこちらまで来る必要がないとい

うような形で、利便性を上げるというような

形にする。それから、様々なネット等で入札

の情報等というのを配信することで、より多

くの業者に参入いただくというような方法は

取りました。そういうような形を取ることで、

競争性は担保できた、つまり、入札は適正で
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あったというふうに私は判断できると考えて

おります。 

 それ以外に、例えば設計の経営審査の点数

をというようなご意見を頂戴したと思うんで

すけれども、これに関しましては、入札参加

業者選定審査会等で決定しておるような状況

でございます。それをいたずらに、点数を下

げるという表現が正しいかどうか分からない

んですが、変更させた場合は、また特定の業

者に優位に働くような形になったのかという

ような状況も考えられます。そこら辺を加味

しまして、しかも工期も間に合うようにとい

うことで、今回のような入札体系にさせてい

ただくことになりました。 

 物価の高騰等というようなところはひしひ

しと感じている部分がございますので、見直

すべき点は今後また見直していきたいとも思

っておりますので、その点ご理解いただきま

すように、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）すいません、私、ちょ

っとずれます。入札のお話ではないです。先

ほど教育委員会の答弁で、これ、今回は入札

のあれなんで、僕はさっきの答弁について軽

く聞きたいんですけど、郷土資料館も重なっ

てるので、資料館の残った分をどこか違うと

ころに、２階に置いておくという答弁やった

と思うんですけど、当初の設計のときに、ど

れぐらいの郷土資料館とあさもよしとかいろ

いろ文化財、市の財産ですね、言うたら、歴

史的な財産を持ってて、設計のときにどれぐ

らいを持っていって、どういうふうにするか

というのは描かれてなかったんでしょうか。

そこだけ教えといてください。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）議員のおただしに

お答えします。 

 設計段階でどういう文化財を展示してとい

うふうな検討はし、橋本市文化財審議会の委

員の皆さまにもどういう展示方法がいいとか

というふうなことを検討していただいて、持

っていくもの、展示するもの、どういうふう

にしていこうというふうなことは決めてござ

います。 

 ただただ、郷土資料館とあさもよし歴史館

の持っております文化財が大変多く、新しい

郷土資料館のほうに全部を展示することはで

きないというふうなことを分かっておりまし

たので、その残った分については、どこかに

保管しないといけないということで、教育委

員会のほうで今、保管場所を検討しておると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）残った分をどこかへ持

っていくのは結構なんです。もともとちゃん

と精査できて、設計の段階で必要な分の枠

は10分の10把握できとったという解釈でよろ

しいですか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）はい、今言ってい

ただいたとおりでございます。 

○議長（小林 弘君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議題となっております議案第50号について

は、会議規則第37条第３項の規定により、委

員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 
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 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 １番 岡本君。 

〔１番（岡本安弘君）登壇〕 

○１番（岡本安弘君）議案第50号 工事請負

契約の締結について、反対の立場で討論いた

します。 

 今回の入札において、１回目、２回目とも

に応札業者は同一の１者のみで、その業者が

落札し契約をすることとなりました。１回目

が入札不調となった時点で、不調となったこ

とに対ししっかり検証を行い、例えば経営事

項審査の点数を市内、市外で見直すなど、で

きるだけ多くの業者が参入できるよう、制限

内容などについて再検討するべきであったの

ではないか。そうすることで競争性が確保さ

れた適正な入札となったと考えます。 

 今回の入札について、市民から懸念を持た

れている、また競争性が確保されていないと

いう点から、議案第50号について、反対とさ

せていただきます。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第50号 工事請負契約の締

結について を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、議案第50号は原案のとおり可決さ

れました。 

                     

日程第27 委員会提出議案第１号 橋本市

議会委員会条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（小林 弘君）日程第27 委員会提出

議案第１号 橋本市議会委員会条例の一部を

改正する条例について を議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員会委員長 15番 中本君。 

〔15番（中本正人君）登壇〕 

○15番（中本正人君）それでは、委員会提出

議案第１号 橋本市議会委員会条例の一部を

改正する条例について、提案理由を申し上げ

ます。 

 本案第１条は、去る３月９日の本会議にお

いて、議案第31号 機構改革に伴う関係条例

の整備に関する条例を可決し、本年４月１日

から市の機構が改められることに伴い、経済

建設委員会が所管する事項について、名称の

改正を行うものです。 

 第２条は、委員会審査・協議のさらなる充

実のため、現在三つとしている常任委員会を

二つにするもので、各常任委員会の委員の定

数を６人から９人にするとともに、その他所

要の改正を行うものです。 

 以上、よろしくご審議の上、議員各位のご

賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小林 弘君）説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております委員会提出議

案第１号については、会議規則第37条第２項

の規定により、委員会に付託いたしません。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、委員会提出議案第１号 橋本市
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議会委員会条例の一部を改正する条例につい

て を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

日程第28 委員会提出議案第２号 学校給

食の無償化を実現するために国の財政支援

を求める意見書について と、日程第29 

委員会提出議案第３号 保育士配置の最低

基準の引き上げと保育予算の大幅な増額を

求める意見書について の２件 

○議長（小林 弘君）日程第28 委員会提出

議案第２号 学校給食の無償化を実現するた

めに国の財政支援を求める意見書について 

と、日程第29 委員会提出議案第３号 保育

士配置の最低基準の引き上げと保育予算の大

幅な増額を求める意見書について の２件を

一括議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 文教厚生委員会委員長 ３番 南出君。 

〔３番（南出昌彦君）登壇〕 

○３番（南出昌彦君）それでは、一括して説

明とさせていただきます。 

 まず、学校給食の無償化を実現するために

国の財政支援を求める意見書について、朗読

させていただきます。 

 学校給食法第１条は、学校給食が子どもた

ちの心身の健全な発達に資するもの、食に関

する正しい理解と適切な判断力を養う上で重

要な役割を果たすものであるとし、学校給食

の普及充実及び学校における食育の推進を図

ることを目的とすると、学校給食が教育の一

環であることを明確に規定し、学習指導要領

にも明記されている。さらに、憲法第26条に

おいて、義務教育はこれを無償とすると定め

ており、学校給食は無償とすべきであり、学

校給食を無償とする責務は、国と実施主体で

ある自治体にある。 

 以上のように、法の趣旨を踏まえ子どもた

ちへの食育を推進するため、また、子どもた

ちの成長の基盤である家庭を支援することに

よって、子どもたちの健やかな成長を保障す

るためにも全国一律に学校給食を無償化する

必要がある。 

 よって、国において、学校給食無償化を迅

速に実施できるよう財源を措置するよう強く

求める。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総

理大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣官房

長官。 

 続きまして、保育士配置の最低基準の引き

上げと保育予算の大幅な増額を求める意見書

を説明させていただきます。朗読をもって説

明とさせていただきます。 

 2022年の出生数は約79万人で、統計を取り

始めた1899年以降、初めて80万人を割り、過

去最少の水準となった。背景の一つに、仕事

と子育てを両立できる環境整備の遅れ、子ど

もの権利を守る制度の不備など、乳幼児期の

保育環境や制度の問題が挙げられている。日

本の保育士配置の最低基準は、戦後からほと

んど変わっておらず、１歳児、２歳児では1967

年以降、４歳児、５歳児は1948年に基準が定

められてから一度も見直しされていない。世

界的に見ても低い基準は厳しい労働条件であ

り、子どもが亡くなる痛ましい事故や、不適

切保育による事件の遠因になっているという

指摘もある。 

 本市ではそれら現状を踏まえ、国で定めら

れた配置基準に加え、市独自で１歳児の配置

を４対１としている。 
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 また、４月に発足するこども家庭庁の予算

に、４歳・５歳児の配置を30対１から25対１

にするための給付費の加算が盛り込まれたが、

対象となる施設は、定員121人以上、保育士の

平均勤続年数12年以上が条件で、全保育所の

僅か４％しか当てはまらない。特定の子ども

だけが手厚い保育を受けることはあってはな

らず、規模の大小や平均勤続年数にかかわら

ず、全ての保育所や認定こども園を対象とす

べきである。 

 首相は年頭の会見で異次元の少子化対策を

実現させると宣言し、子ども・子育て予算の

倍増をめざすとしている。しかし、2023年度

の こ ど も 家 庭 庁 の 予 算 は ４ 兆 8,104億 円

で、2022年度に厚生労働省や内閣府が計上し

た関連予算と比べて2.6％の増額にとどまっ

ている。 

 現在の保育業務は、子どもの健康管理をは

じめ、様々な支援を要する子どもの受入れ、

安全管理や感染症対策など、保育士等の負担

は増す一方であり、今こそ、配置基準の見直

しをはじめ、必要十分な保育施策を実現しな

ければならない。 

 よって、国におかれては、下記の事項につ

いて実現されるよう強く要望する。 

 １．保育士配置基準を引き上げること。 

 ２．保育予算を大幅に確保すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総

理大臣、厚生労働大臣。 

 議員各位の賛同をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（小林 弘君）説明が終わりました。 

 これより委員会提出議案第２号についての

質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 18番 岡君。 

○18番（岡 弘悟君）暫時休憩願います。 

○議長（小林 弘君）暫時休憩します。 

（午前10時51分 休憩） 

                     

（午後０時15分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 委員会提出議案第２号について、質疑を行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております委員会提出議

案第２号については、委員会に付託いたしま

せん。 

 この際、報告をいたします。 

 委員会提出議案第２号 学校給食の無償化

を実現するために国の財政支援を求める意見

書について に対して、11番 杉本君、18番 

岡君、２人から修正の動議が提出されました。

動議は成立いたしております。修正案はお手

元に配付いたしております。 

 この際、修正案の説明を求めます。 

 18番 岡君。 

〔18番（岡 弘悟君）登壇〕 

○18番（岡 弘悟君）皆さん、すいません。

修正の動議を出させていただいたんですけど

も、一点気になるのがこの部分、憲法第26条

において、義務教育はこれを無償とすると定

めており、学校給食は無償にすべきであると

いう、この文言なんですけども、いろんな考

え方もあるとは思います。そういったお声も

聞きますけども、やはり学校給食と義務教育、

教育を無償にするという考え方を一緒にして

しまいますと、他のものも無償にしていかざ

るを得んというような議論も出てくるかもし

れませんし、ほかに、じゃ、今まで学校給食
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を頂いてたことに関して、それは間違ってい

たのかという議論まで発展する可能性もある

と私自身思いますので、この部分だけ削除し

ていただければ、自分自身も学校給食の無償

化を実現していきたいという１人であり、橋

本市議会もこれを進めていきたいというため

に今回議会に提出しているわけですから、本

題に関しては何一つ自分自身反対するつもり

はございませんけども、この文言だけ削除し

ていきたいと考え、動議を出させていただき

ました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）説明が終わりました。 

 これより修正案に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 これより委員会提出議案第２号の討論に入

ります。 

 討論は、原案及び修正案併せて行います。 

 それでは、まず原案に賛成の立場で討論す

る方ありませんか。 

 ７番 阪本君。 

〔７番（阪本久代君）登壇〕 

○７番（阪本久代君）原案に賛成の立場で討

論を行います。 

 ただ、資料を手元に持ってないので正確性

には欠けるんですけれども、憲法第26条の第

２項においては、義務教育はこれを無償とす

るとなっております。この義務教育の範囲の

中で給食が入るかどうかということが今議論

になっているわけなんですけど、もともとで

いえば教科書も有償で、それが現在は無償に

なっております。そのときか、時代がちょっ

と違うかもしれないけれども、国会の審議の

中で、政府のほうが学校給食も無償にすべき

であるというふうな答弁をされています。 

 義務教育の範囲ということでいえば、やっ

ぱりそのときそのときの時代でいろいろと変

わってくると思うんです。この場合に、学校

給食法で、給食は教育の一環であるというふ

うに言ってるわけですし、そこで、特にその

ことで外さないといけないというふうには私

としては考えられないので、原案のままでい

くということに賛成です。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）次に、原案及び修正案

に反対の立場で討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）次に、修正案に賛成の

立場で討論する方ありませんか。 

 12番 堀内君。 

〔12番（堀内和久君）登壇〕 

○12番（堀内和久君）勉強不足ですみません。

修正案に賛成の立場で討論させていただきま

す。 

 矛盾が生じるんですけど、私自身も岡議員

と同じ、この市議会の全体の思いと同じ、給

食費無償化のお願いを国にしたいという思い

は同じです。私の思いとしては、新知事のマ

ニフェストでもありまして、給食費無償にな

ってほしい、願いは同じ。一度は、意見書と

いうのはこれでいいのであろうというふうに

解釈をしましたが、やはり杉本議員と岡議員

からの修正案の提出動議、ごもっともである

というふうに私の心の中に響きました。 

 私の自分の読解力と法律の知識の確認とい

うのが不足で欠けていたことを反省して、お

わびさせていただきたいと同時に、憲法26条

というのは、義務教育の受けさせるという条

文でありますので、修正案に賛成させていた

だいて、賛成討論とさせていただきます。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 



－212－ 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 委員会提出議案第２号 学校給食の無償化

を実現するために国の財政支援を求める意見

書について を採決いたします。 

 なお、このたび、修正内容は一部修正であ

ります。 

 したがいまして、まず修正案を採決いたし

ますが、修正案が可決された場合は、修正部

分を除く原案について採決を行います。修正

案が否決された場合には、原案について採決

を行います。 

 これより11番 杉本君、18番 岡君から提

出された委員会提出議案第２号 学校給食の

無償化を実現するために国の財政支援を求め

る意見書についてに対する修正案を採決いた

します。 

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、委員会提出議案第２号の修正案は

可決されました。 

 修正案が可決されましたので、次に、ただ

今修正議決した部分を除く原案について採決

いたします。 

 修正部分を除くそのほかの部分については、

原案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、修正議決した部分を除くその他の

部分は、原案のとおり可決されました。 

 次に、委員会提出議案第３号について、質

疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております委員会提出議

案第３号については、委員会に付託いたしま

せん。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、委員会提出議案第３号 保育士

配置の最低基準の引き上げと保育予算の大幅

な増額を求める意見書について を採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、意見書案２件が議決されましたが、

その字句、数字、その他の整理を必要とする

ものについては、その整理を議長に委任され

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

                     

○議長（小林 弘君）以上で本日の日程は終

わりました。 

 これにて本議会に付議された案件の審議は

全部終了いたしました。 

                     

○議長（小林 弘君）閉会にあたり、市長か

らの発言の申出がありますので、これを許し

ます。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）３月市議会定例会の閉
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会にあたりまして、一言ごあいさつを申しま

す。 

 議員各位におかれましては、２月27日の開

会から本日まで25日間にわたり、令和５年度

当初予算をはじめ、ご提案させていただきま

した案件全てに対し、慎重なる審議と議決を

賜り、厚くお礼を申し上げます。審議の過程

において頂いたご意見、ご指摘等につきまし

ては、今後、十分その意を踏まえ調査研究を

重ねてまいります。 

 これまで多くの子どもたちが巣立っていっ

た柱本幼稚園が、この３月末日をもって、75

年もの長い歴史に幕を下ろし、閉園いたしま

す。この間、議員各位をはじめ、保護者の皆

さまや地域の皆さまには、子どもたちの健や

かな成長のため、お力添えを頂き、また教育

の推進に多大なご協力を賜りましたこと、深

く感謝申し上げます。 

 今後は（仮称）紀見こども園整備計画によ

り、令和７年４月からの公設公営のこども園

の開設に向けた準備を進めてまいります。公

設公営園としての幼児教育・保育の充実を図

り、地域の皆さまにご協力を頂きながら、子

どもたちの笑顔あふれるこども園になるよう

整備を進めてまいりますので、今後とも温か

いご支援、ご協力をお願いいたします。 

 また、今回勇退されます樽井議員、杉本議

員、長年にわたり市政発展のためにご尽力い

ただきましたことに心から感謝を申し上げま

す。ありがとうございました。今後とも市政

発展にご尽力賜りますとともに、ご健康に留

意され、ますますのご活躍を祈念いたします。 

 当議会出席担当参与につきましても、山本

賢児消防長、下楠朋之水道環境部長、正林寿

和会計管理者、以上、３名の職員が退職する

こととなりました。これらの職員に対する議

員各位のご指導、ご鞭撻、誠にありがとうご

ざいました。 

 間もなく令和５年度を迎え、４月からは第

２次橋本市長期総合計画後期基本計画がスタ

ートします。後期基本計画では、近年の社会

情勢や本市の人口動向を踏まえ、三つの重点

プロジェクトとして、まち全体で子どもを育

む、まちの魅力をみがき伝える、住み続けら

れるまちをつくるを掲げ、目標達成のため、

施策を設定しています。持続可能な開発目標

であるＳＤＧｓを念頭に、市民協働や民間と

のパートナーシップなどにより、安心して暮

らし続けることができる「人輝き あたたか

さ湧き出る みんなで創造する元気なまち 

橋本」の実現のため、引き続き次世代につな

げる取組を進めてまいります。 

 効率的に行政を運営し、まちづくりを進め

るため、職員とともに全力で取り組んでまい

りますので、議員各位のご理解、ご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 最後になりましたが、今春は統一地方選挙

が実施されます。今任期中、議員各位におか

れましては、橋本市の発展のためご尽力を頂

きましたことに心から感謝申し上げます。 

 選挙に臨まれる議員の皆さまには、既にお

忙しい日々をお送りのことと思います。健康

には十分留意され、よりよい橋本市へと議論

を深めるため、再びこの議場でお会いできま

すことを心より祈念申し上げます。また、今

後とも本市の市政発展のため、ご活躍くださ

いますようお願い申し上げます。 

 以上をもちまして、３月市議会定例会の閉

会のあいさつといたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（小林 弘君）令和５年３月定例会の

閉会を迎えるにあたりまして、一言ごあいさ

つを申し上げます。 

 今期定例会は、去る２月27日の開会以来、

本日まで25日間にわたり、令和５年度各会計

予算をはじめ多数の重要議案について、終始
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極めて真剣かつ慎重な審議により、本日、そ

の全てを議了することができました。これも

ひとえに議員各位のご協力によるものと深く

感謝を申し上げます。 

 また、市長をはじめ理事者各位におかれま

しては、この間、常に真摯な態度をもって審

議にご協力を頂きましたこと、心より深く厚

く御礼を申し上げます。 

 なお、期間中に可決成立いたしました予算

並びに条例のほか、行政諸課題に対する多く

の議論の中では、議員各位から意見、提言も

なされたところであります。市当局におかれ

ましては、こうした議論を十分に踏まえ、必

要な施策を適時適切に講じていただきますよ

う強く要望する次第です。 

 さて、私ども議員の任期も残すところあと

僅かとなりました。顧みますと、議員各位に

はこの４年間、日々研さんに努められ市政発

展、市民福祉の向上に尽くされてきましたこ

とに対し、深甚なる敬意を表する次第です。

とりわけ今期をもってご勇退されます方にお

かれましては、これまでの全身全霊を傾けて

のご尽力と輝かしいご功績に対し、心から敬

意と感謝を申し上げます。 

 間もなく実施されます市議会議員選挙に臨

まれる議員におかれましては、市民の厚い信

任を得られまして、再びこの議場において、

橋本市発展のためご活躍を頂きますよう祈念

するものでございます。 

 また、今月末をもって定年退職またはご勇

退されます職員の皆さん、長年にわたり努力

されその職責を全うされましたことに、改め

て深く感謝を申し上げます。今後は健康にご

留意されまして、新たな分野または新たな職

場で、そしてさらに地域社会の一員として、

なお一層のご活躍を頂きますようご期待を申

し上げます。本当に長い間、ご苦労さまでし

た。 

 終わりになりましたが、市民の皆さまには、

今後とも我が橋本市の発展、充実に、引き続

きご協力賜りますことを改めてお願いを申し

上げまして、閉会のごあいさつといたします。

ありがとうございました。 

 これにて令和５年３月橋本市議会定例会を

閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

（午後０時34分 閉会） 
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